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（２） 指 導 要 録

指導要録の様式は各学校で定めますが，特別支援学級については，子どもの実態

に応じた教育課程にしていますので，それに合わせて指導要録を作成することにな

ります。

特別支援学校の学習指導要領を参考にして特別の教育課程を編成している場合，

指導要録も特別支援学校のものを参考にして作成することが多いようです。

また，指導要録は情報開示が求められることがありますので，その点についても

配慮して記入しましょう。

学習指導要領が改訂される場合，指導要録の変更も考えられますので，詳しいことにつ

いては，市町村の教育委員会に問い合わせてください。

特別支援学校の指導要録を参考にしたい場合は，地域の特別支援学校に問い合わせてく

ださい。

＜指導要録記入例＞

指 導 要 録 参 考 例

様 式 ２ 　 （ 指 導 に 関 す る 記 録 ）

区 分   学 年 1 2 3 4 5 6
学 　 級

整 理 番 号

学 習 指 導

教 科 観 点 　 学 年 1 2 3 4 5 6 学 年 観 点

国 語 へ の 関 心 ・ ・

話 す ・ 聞 く ・ ・

書 く 能 力 ・ ・

読 む 能 力 ・ ・

言 語 に つ い ・ ・

社 会 的 事 象 へ ・ ・

社 会 的 な ・ ・

観 察 ・ 資 料 ・ ・

社 会 的 事 象 に ・ ・

算 数 へ の ・ ・

数 学 的 な ・ ・

数 量 や 図 形 ・ ・

数 量 や 図 形 ・ ・

自 然 事 象 へ ・ ・

科 学 的 な ・ ・

観 察 ・ 実 験 ・ ・

自 然 事 象 に ・ ・

生 活 へ の ・ ・

活 動 や 体 験 ・ ・

身 近 な 環 境 ・ ・

学   校   名児  童  氏  名

【 盲 学 校 、 聾 学 校 及 び 肢 体 不 自 由 者 又 は 病 弱 者 を 教 育 す る 養 護 学 校

小 　 学 　 部 　 児 　 童 　 指 　 導 　 要 　 録 　 （ 参 考 様 式 ）

評 　 価

総  合  的  な  学  習  の  時  間  の  記  録

Ⅰ 　 観 点 別 学 習 状 況

各  教  科  の  学  習  の  記  録

国
　
語

社
　
会

算
　
数

理
　
科

生
　

活

【 知 的 障 害 者 を 教 育 す る 養 護 学 校 】

様 式 ２ 　 （ 指 導 に 関 す る 記 録 ）

学 年
教 科 等

小 　 学 　 部 　 児 　 童 　 指 　 導 　 要 　 録 （ 参 考 様 式 ）

整 理 番 号

1児  童  氏  名 学 　 校 　 名 区 分 学 年

学 　 級

各  教  科  ・  特  別  活  動  ・  自  立  活  動  の  記  録

1 42 3 5 6

62 3 4 5

日
常
生
活
の
指
導

生
活
単
元
学
習

特
別
活
動

国
　
語

算
　
数
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（３） 引 継 ぎ の 準 備

年度末になったら，まとめの作業をします。新年度の活動がよりスムーズに展開

されるよう次年度への引き継ぎを考えましょう。

主な引継ぎ資料

◇法定表簿類に関すること

○ 指導要録 ○ 出席簿 ○ 健康診断票

◇児童生徒に関すること

○ 家庭調査・生育歴調査の記録 ○ 諸検査の記録 ○ その他の情報

※ 個別の指導計画に記入されている場合は，それを活用できます。

◇学級経営に関すること

○ 教育課程 ○ 学級経営案 ○ 年間指導計画 ○ 児童生徒名簿

○ 通知票のコピー ○ 時間割 ○ 学級通信

◇学習指導に関すること

○ 使用した教材・教具（プリント類含む） ○ 授業や生活の様子の写真

○ 授業研究会の指導案や記録 ○ その他学習活動に参考になるもの

◇特別支援学級運営委員会等に関すること

○ 特別支援学級運営委員会・校内就学指導委員会等の記録 ○ 入級同意書

○ 個人調査書 ○ 診断書・諸検査記録等 ○ 申請許可資料

※ 詳細は，教頭や学校事務と確認してください。

担当者が交替する時は・・・

資料だけでは分からないこともあります。

直接会って，引継ぎ・打合せをしましょう。

活動で使用したプリントや写真，ビデオが

あれば子どもの様子がよく分かり参考になる

でしょう。
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第二部

特別支援学級の子どもと支援のポイント１

県内の特別支援学級には，弱視，難聴，知的障害，肢体不自由，病弱・身体虚弱，

情緒障害を対象とした学級があります。

子どもたちが障害によってどのような困難さを感じているのかということを考慮

し，障害の状況に応じた支援の在り方を考えていきましょう。

困難な状況と支援のポイント

知的障害特別支援学級知的な発達面で支援が必要な子ども

自分の気持ちや考えをうまく伝えられなかったり，聞いた内容をすぐに理解できなかっ

たりすることがあります。一つのことを時間をかけてゆっくり覚えていくタイプの子ども

です。

①興味関心を取り入れた活動を準備し，意欲的に活動できるようにします。

②活動の時間を十分取って，達成感や成就感を味わうことができるようにします。

③手順や方法を分かりやすく示し，自分から進んで活動できるようにします。

④生活に結びついた具体的な活動を準備し，学んだことが活かせるようにします。

⑤繰り返しやスモールステップを大切にし，できることを増やし，自信をもたせます。

情緒障害特別支援学級情緒面や行動面で支援が必要な子ども

コミュニケーションや社会的な適応に困難を生じやすい子どもたちです。自分の状況を

理解してもらいにくく，表面的な行動に注目が集まりやすいため，誤解を受けることがあ

ります。

， 。①事前に学習の計画や活動内容を知らせておき 子どもが見通しをもてるようにします

また，予定変更がある時は，子どもに分かるように伝え，混乱しないようにします。

②簡潔なことばを使ったり，視覚的な情報（具体物，写真，ＶＴＲなど）を活用したり

して，子どもが理解しやすいように配慮します。

③子どものことばや言動には，多様な意味があることを理解し，子どもの意思を把握し

ます。

④繰り返しのある活動をベースにしたり，活動内容と場所を一致させたりして，子ども

が安心感をもてるようにします。
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難聴特別支援学級聴覚に障害のある子ども

難聴の子どもは，ことばを聞き取ったり伝えたりすることが難しいため，学習場面や友

だちとのコミュニケーション場面においてつまずいてしまうことがあります。

①難聴の子どもたちは，話し手の口元を見て話していることを理解するので，顔全体，

特に口元がはっきり見えるように配慮します。

②補聴器で聞き取りやすいように，適切な声の大きさで

話します。

③目で見て内容がわかるように教材を工夫し，視覚的な

手がかりをもとに子どもが理解しやすいようにします。

④補聴器の適切な装用や調整など，保護者や医療機関，

特別支援学校（聾学校）などと連携を図り，子どもに

適切な支援ができるようにします。

視覚障害特別支援学級視覚に障害がある子ども

弱視の子どもは，視力が弱いだけでなく，視野や色覚など全体的な視機能に障害がある

場合があります。物と物との関係や比較を，視覚で経験することが苦手なので，物を認識

。 ， ，する力が身に付きにくい傾向があります また 見ることに大きなエネルギーを使うため

疲れやすい傾向があります。

①ことばによる説明だけでなく，できるだけいろいろな物に直接手を触れるなど体験の

積み重ねを大切にします。

②説明する時は「そこ 「あそこ」などの指示代名詞は避け 「左後ろ」などと具体的」 ，

に説明します。

⑤学習場面では，子どもの状態に合わせて弱視レンズ，ルーペ，文字カード，照明等の

用具や教材，環境に十分配慮します。

④保護者，医療機関，特別支援学校（盲学校）などと連携を図り，子どもの見え方を確

認しながら適切な支援ができるようにします。



- 33 -

肢体不自由特別支援学級手足の不自由な子ども

日常の生活動作等に制約があるため，発達に必要な経験に偏りがあり，経験量も少ない

ことがあります。体を十分に動かす機会が少なく，限られた体の使い方をしていることか

ら疲れやすい状況にあります。

①経験の不足を補うために体験的な活動を設定し，

「楽しかった 「またやりたい」という気持ちを」

引き出します。

②補助具や教材を工夫し，一人でできることを増や

し自信を持たせます。

③保護者や医療機関，特別支援学校と連携し，子ど

もの日常生活動作等の向上も含め，適切な支援が

できるようにします。

病弱・身体虚弱特別支援学級病気の子どもや体の弱い子ども

， 。病気の特性や治療に伴い 心身の発達や身体の状況に影響を受けていることもあります

また，活動に制限がある場合は，様々な経験が不足していることがあります。入院や治療

による欠席などで，学習空白がある場合もあります。

①子どもが自分の疾病や身体の状況について，知識や理解を深めることができるように

します。

②子どもの学力や学習空白，健康状態，心理状態などを考慮し，柔軟性をもった学習を

行いましょう。

③芸術鑑賞や創作活動に参加したり，趣味や特技を生かしたりして，生き甲斐や楽しさ

を味わうことができる生活を子どもと一緒に考えましょう。

④病気や体の状況を医療機関や保護者に確認し，子どもに理解させながら学習や活動を

進めましょう。
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学習指導の基本２

特別の教育課程が編成できます。

子どもの障害の状態によっては，通常の学級の子どもの教育課程をそのまま適

用することが難しい場合があります。そのため，特別支援学校や特別支援学級で

は特別の教育課程を編成することができます。

特別の教育課程を編成する時は，法令や学習指導要領等に基づき，子どもの障

害の状態や学校の実情を考慮し工夫して編成しましょう。

「特別の教育課程」とは・・

１ 各教科の内容 → 下学年や知的障害特別支援学校の各教科の内容に替える

ことができます

２ 時数の扱い → 授業の１単位時間など弾力的な取り扱いができます。

。３ 各教科等を合わせた授業 → いわゆる領域・教科を合わせた指導ができます

（ ）Ｐ－３６～３９参照

。４ 自立活動の指導 → 領域として自立活動の指導を取り入れることができます

（Ｐ－４１参照）

５ 教科用図書 → 他の適切な教科用図書を使用できます。

（Ｐ－２３参照）

知的障害のある子どもや知的障害と重複した障害，重度の障害のある場合は，領域・教

科を合わせた指導や自立活動を中心にした指導が可能です。

，「 」 ，子どもたちの実態や障害の状況に応じて 領域や教科別に指導する ことがよいのか

「領域や教科を合わせて指導する」ことがよいのかなど「指導の形態」を十分吟味するこ

とが必要です。

＜指導の形態＞

教科別，領域別の指導 領域や教科を合わせた指導には

○各教科 ○道徳 ・生活単元学習 ・作業学習 ・遊びの指導

○特別活動 ・日常生活の指導

があります。○総合的な学習の時間

○自立活動 ※週時程表例（Ｐ－１１）も参考にしてください。

○ については，時間割に位置づけて指導する場合と，教育活動全体で配慮し自立活動

て行う場合があります。子どもの実態に合わせて検討しましょう。
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（１） 各 教 科 の 指 導

知的障害のない子どもや，比較的知的障害が軽度の子どもが在籍する特別支援学

級では，教科の指導が中心になります。これまでの教科指導の経験や，各自の教科

における専門性を十分に活かしてください。

指導する内容

＜知的障害がない場合＞

「 」 。小学校・中学校学習指導要領 の教科の目標及び内容をふまえて学習を進めます

＜知的障害がある場合や重複した障害のある場合＞

各教科の目標及び内容をふまえて学習を進めますが，子どもによっては小・中学

校の教科の学習が適切でない場合もあります。

そのような場合は 「盲・聾・養護学校学習指導要領」の「知的障害者を教育す，

」 。る養護学校 の各教科の目標及び内容を十分理解しそれをふまえて学習を進めます

使用する教科書

子どもの実態に応じて，以下の教科書から選定します。

「文部科学省検定済教科書」

「文部科学省著作教科書」

絵本等の一般図書 （詳しくはＰー２３参照）

指導の際に配慮したいこと

○病弱・身体虚弱特別支援学級の場合，入院や治療により授業を受けられず，学習の空白

がある子どもがいます。そのような場合，子どもは学習についてとても不安に思ってい

ます。学習内容等を十分吟味し，子どもに負担のないペースで学習を進められるよう計

画を立てましょう。

○肢体不自由特別支援学級の子どもの場合，日常の生活動作等に制限があり時間がかかる

こともあります。１コマの授業で取り扱う板書やプリントの量など，情報の提供の仕方

や内容について十分に吟味しましょう。

○知的障害特別支援学級の場合，学習したことが身に付くように，より多くの体験的・実

際的な内容を取り入れて学習を進めましょう。また，おぼえたことや学んだことを実際

の生活でいかせるようにしていきましょう。そのためには，子どもの実態に応じた学習

内容を精選し組織化して学習を進めていくことが必要です。
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（２） 日 常 生 活 の 指 導

「領域・教科を合わせた指導」の一つです。

日常生活に必要な内容を，学校の生活の流れに沿った形で指導し，一人でできる

ことを増やしていきます。また，身の回りのことだけでなく集団生活に必要なこ

とも含めて，子どもの実態に即した内容を取り扱い，継続的に取り組みます。

また，保護者の理解と協力を得ながら，連携して取り組むことも大切です。

指導の内容

具体的には，各教科の内容を含めながら，着替え，食事，

手洗い，排泄，整理整頓など基本的な生活習慣に関する内容

や，あいさつ，ことばづかい，係活動，決まりを守ることな

どの集団生活に必要な指導に重点が置かれます。

指導の場

「朝の会 「帰りの会 「給食 「掃除」などの時間やの中で行います。また，その他の」 」 」

学習の中でも実施します。

小学校の低学年や障害の重い子どもの場合などは 「日常生活の指導」の時間を毎日繰，

り返し指導ができるように時間割に位置付けていきます。

指示を待っていることが多いな

ということはありませんか？

原因を考えてみましょう

○指示の量やタイミングは適切ですか？

次に何をすればよいか考える前に指示を出していませんか

自分でじっくり考える時間を作ってあげましょう

○難しい指示ではありませんか？

○失敗経験や叱られた経験が多くなっていませんか

どうすればよいか分からなくて不安になっていることもあります
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（３） 生 活 単 元 学 習

「領域・教科を合わせた指導」の一つです。

国語，算数などの各教科，道徳，特別活動，自立活動の各領域の内容が含まれ

ます。各教科，領域から，生活に必要な内容を選び，実際的，総合的に学習しな

がら，生活上の課題を解決する力を育みます。

生活単元学習は，子どもたちがより豊かな社会生活や職業生活をおくれるよう，必要な

内容を教科や領域と関連づけ，意図的・計画的に進める学習です。

知的障害がある子どもたちや，知的障害を併せ持つ重複障害

の子どもたちも，生活単元学習などの領域・教科を合わせた指

導の時間を設けることができます。

子どもたちの発達段階を考慮し，興味関心に基づきながら題

材を組み立てるなど，意欲的に取り組むことができるように配

慮しましょう。

生活単元学習の学習内容例

長期的に取り組む題材例＞＜

○製作・生産活動を中心としたもの カレンダーづくり，サツマイモをそだてよう

○課題を中心としたもの 買い物に出かけよう，調理実習

短期で取り組む題材例＞＜

○学校行事を中心としたもの 宿泊学習，運動会，学習発表会

○季節的（社会的）な行事を中心としたもの 母の日，七夕，お正月

○季節の生活を中心としたもの 春の草花，秋の収穫

○偶発的なことを中心としたもの ○○さんのお見舞い

＜年間の学習計画：例＞
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

学校行
事

始業式
入学式

運動会 宿泊学習 夏休み 学習発表会 冬休み スケート教室
卒業式
修了式

○自己紹介
をしよう・学
級の係・約
束・私の目
標

○運動会に
向けて　・家
族への招待
状
○母の日の
プレゼント

○父の日の
プレゼント

○夏休みに
向けて　・頑
張ること・お
手伝い

○冬休みに
向けて　・計
画をたてよ
う　・ロッ
カーの整理
をしよう

○反省会を
しよう
係、お楽し
みタイムの
計画

○買い物に出かけよう③　　　　電車の
利用、家族へのクリスマスプレゼント、
反省会のプレゼント

○買い物に出かけよう②　バスの利用、調理実習の材料

短期的
な単元

○つくってみよう　　・ホットケーキ　・おにぎり　・焼きそば

○チャレンジ宿泊学習
・一人で頑張ろう荷物の
準備　・レクリエーション
の計画

長期的
な単元

○発表会に向けて　　・練
習を頑張ろう・招待状を
書こう

○買い物に出かけよう①
歩いて近くのお店に行っ
てみよう、母の日のプレ
ゼント用リボン購入
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（４） 作 業 学 習

「領域・教科を合わせた指導」の一つです。

作業活動を学習の中心において，教科等の内容を含めながら，働く意欲や態度，

知識技能，集中力，責任感，根気などの「働く力」を育て，将来の職業生活や

社会参加，自立をめざした学習です。主に中学校段階で取り組まれています。

＜主な作業種＞

農 園 芸：畑（野菜 ，田，花壇，ハーブ園）

木 工：コースター，鍋敷き，箱類，ラック

紙 工：手漉きはがき，封筒，小物入れ，壁飾り

手 芸：ビーズ小物，布袋 等

学校の施設整備や活動場所等により，活動が制限される場合もありますが，地域の産業

や人材など身近な資源を活用するなど工夫してみましょう。また，特別支援学校で行われ

ている作業学習を参観したり体験したりして参考にするのもよいでしょう。

＜作業種選定にあたっての配慮点＞・・・学級や子どもの状態に合わせて配慮します。

○作る喜びや成就感が味わえる ○作業内容が安全である

○多様な障害の子どもが取り組める ○原材料が入手しやすい

○段階的な指導が可能である ○製品の利用価値が高い

○共同で作業できる 等

＜作業学習に当たっての配慮点＞

○ 目標は，作業態度や作業習慣の側面と，知識，技能の側面から考えます。

○ 子どもが見通しをもって一生懸命取り組むためには，作業内容や工程を整理し，具体

的な目標を設定することが大切です （時間や量，作業態度など）。

○ また，子ども自身が目標について自己評価をすることも大事にしていきましょう。

○ 子どもによっては，補助具を使うことで，一人で作業に取り組めることもあります。

必要に応じて，子どもに合わせた補助具を準備してあげましょう。

（ ， ） ， ，○ 学校や地域の行事等 展示 販売活動等 を通して 製品が生活の中で活用されたり

がんばりが評価されたりする経験をさせてあげましょう。次への意欲が喚起されます。

○ 作業前後の活動を大切にし （靴ひも，袖口など作業に適した服装や安全への意識，，

， ） ， 。道具等の点検 整 理整頓など 子どもとともに 確認し習慣づけるようにしましょう
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（５） 遊 び の 指 導

「領域・教科を合わせた指導」の一つです。

「遊び」は子どもの全体的な発達を促すものであり，活発な身体活動や友達との

かかわり，意欲などを育てます。

特別支援学級での実施は少ないようですが，小学校低学年で実施されています。

知的障害が重い場合，子どもの発達レベルに合わせて「遊び」を中心とした活

動を取り入れます。

＜指導の進め方とポイント＞

○遊びを始める前に

・子どもが積極的に遊ぼうとする環境を設定しましょう。

・できるだけ制限することが少なく安全に遊べる場を設定しましょう。

○活動中

・教師と子ども，子ども同士のかかわりを促す場を設定しましょう。

・身体活動が活発に展開できるような遊びを取り入れましょう。

・時間いっぱい十分に遊べるように展開の仕方を工夫するなど配慮しましょう。

・自ら遊びを取り込むことが難しい子どもには，遊びを促し，誘い，いろいろな

遊びを経験させてあげましょう。

（６） 総 合 的 な 学 習 の 時 間

実施時数を確保し，内容については個々の実態に合わせて，交流学習など具体的

な実施に向けて検討して進めます。

子どもの実態から，実施の際には個別の形では難しいこともあるので，学級全体

あるいはグループでの学習として実施していくのがよいでしょう。

実施形態としては，次のような形態が考えられます。

・学年で行う時間（小３以上） ・通常の学級との交流学習

・学級独自の時間設定 ・他の特別支援学級との合同学習
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（７） 道 徳

特別支援学級においても，通常の学級と同様に，学校の教育活動全体を通して，

道徳的な心情，判断力，実践意欲と態度などの道徳性を養うことをねらいとします。

さらに，障害に基づく種々の困難を改善・克服して，強く生きようとする意欲を

高め，明るい生活態度を養うとともに，健全な人生観の育成を図ることが必要です。

また，経験の拡充を図ることによって，豊かな道徳的心情を育て，広い視野に立

って，道徳的判断や行動ができるように指導しましょう。

知的な遅れのある子どもの場合，抽象的な思考が困難で

あることから具体的な指導場面を通して，基本的な事柄を

身につけていく方が効果的です。

ペープサート，パネルシアターなどの活用や，ビデオな

ど視聴覚教材の活用を工夫しましょう。

（８） 特 別 活 動

学級活動，学校行事などを通して，自分の役割を持ち，協力して友だちと活動す

る過程で，集団や社会の一員として自覚し，意欲的に責任を果たすことをねらいと

します。

子どもの障害の状況に応じて，活動の種類や時期，実施方法等を適切に定め，通

常の学級の子どもたちと交流する機会を通して，互いに協力し合う態度を養うこと

が大切です。

特に，一人在籍の特別支援学級の場合，経験を広めて積極的な態度を養い，活発

な集団活動が行われるような設定を考慮する必要があります。

学級単独で実施する場合，指導の内容として「日常生活の指導」及び「生活単元学習」

など領域・教科を合わせた指導で効果的に扱えるものも多くあります。学校行事への参加

については，学校，学年，学級としてどんな形で実施するのか，ねらいを十分に検討しな

がら，実践に向かいたいものです。

実施にあたっての留意点として，必要以上に特別扱いにならないよう「できることをき

ちんと役割として持たせる」など，周囲の心構えも大事になります。



- -41

（９） 自 立 活 動

自立活動は，子どもが自立した生活をしていけるよう，障害から生じる困難さを

解決していくための知識や技能，態度，習慣を身につけていく学習です。道徳や特

別活動と同様に 「領域」として扱われています。障害の状況に応じて適切に指導，

することが大切です。

肢体不自由，難聴，弱視，病弱・虚弱特別支援学級などでは，自立活動の時間を設定し

て行う傾向があります。

知的障害，情緒障害特別支援学級では，特に時間を設けず，学校教育活動全体を通して

行われていることが多いようです。知的障害の子どもでも，発達の偏りが大きい場合は，

自立活動の指導が大切になります。

指導する内容によっては，専門的な知識や経験が必要とされることもありますので，保

護者や医療機関，特別支援学校と連携を図る必要があります。

自立活動の指導の時間を設けて指導する，しないに関わらず，一人一人の子どもに必要

な自立活動の内容を個別の指導計画において明らかにしておくことが必要です。

５区分２２項目＜自立活動の内容＞

１ 健康の保持 ４ 身体の動き

（１）生活のリズムや生活習慣の形成に関すること （１）姿勢と運動・動作の基本的技能に関する

（２）病気の状態の理解と生活管理に関すること こと

（３）損傷の状態の理解と養護に関すること （２）姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活

（４）健康状態の維持・改善に関すること 用に関すること

２ 心理的な安定 （３）日常生活に必要な基本動作に関すること

（１）情緒の安定に関すること （４）身体の移動能力に関すること

（２）対人関係の形成の基礎に関すること （５）作業の円滑な遂行に関すること

（３）状況の変化への適切な対応に関すること ５ コミュニケーション

（４）障害に基づく種々の困難を改善・克服する （１）コミュニケーションの基礎的能力に関す

意欲の向上に関すること ること

３ 環境の把握 （２）言語の受容と表出に関すること

（１）保有する感覚の活用に関すること （３）言語の形成と活用に関すること

（２）感覚の補助及び代行手段の活用に関すること （４）コミュニケーション手段の選択と活用に

（３）感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握 関すること

に関すること （５）状況に応じたコミュニケーションに関す

（４）認知や行動の手がかりとなる概念の形成に ること

関すること



- -42

交流及び共同学習の在り方３

少人数の特別支援学級は，一人一人の発達に応じたきめ細かい指導を効果的に行

うことができます。同時に，学校においては，たくさんの友だちとかかわったり，

一緒に学んだりする機会をつくることも大切です。そのために，目的意識を持って

積極的に交流及び共同学習を実施しましょう。

特別支援学級の子どもと通常の学級の子どもが一緒に参加する活動は，相互のふれあい

を通じて豊かな人間性をはぐくむことを目的とする交流の側面と，教科等のねらいの達成

を目的とする共同学習の側面があると考えられます 「交流及び共同学習」とは，このよ。

うに両方の側面があります。

交流及び共同学習は，特別支援学級の子

，どもの自立と社会参加を促進するとともに

通常の学級の子どもにとっても社会を構成

する様々な人々とともに助け合い支え合っ

て生きていくことを学ぶ機会となります。

また，地域の人たちとともに活動する機

会においても同様のことがいえます。

交流及び共同学習については，多様な形態があります。実際に活動を進めるに当たって

は，できるところから始め，関係者の理解を深めながら，徐々に活動の幅を広げていきま

しょう。

＜配慮すること＞

○関係者の共通理解

活動を計画する場合は，保護者も含めて関係教職員が必要性や目的について十分に理

解し合えるように話し合いましょう。

○計画の作成

年間や活動ごとの指導計画を作成しましょう。形態，内容，回数，時間，場所，役割

分担，協力体制等について十分検討しましょう。

○実際の活動において

・通常の学級や地域の人たちに対しては，障害についての正しい知識，適切な支援や協

力の仕方等について理解を促すことが必要です。

， ， ，・特別支援学級の子どもたちに対しては 積極的な行動や支援や協力の求め方 断り方

自分の気持ちの表現の仕方等について一緒に考えたり励ましたりしましょう。

・活動の際は，子どもたちが主体的に取り組めるようにしましょう。

・事故の防止に努め，活動が負担過重にならないようにしましょう。
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各種制度・福祉サービス４

本人や家族に対し，障害の状態に応じた福祉サービスや制度があります。手続き

は保護者の申請によりますが，情報を提供していきましょう。主なものを紹介しま

すが，詳細については関係機関に問い合わせをしてください。

特別支援教育就学奨励費

特別支援学校や小・中学校の特別支援学級で学ぶ際に，保護者が負担する教育関係経費

について，家庭の経済状況等に応じ，国及び地方公共団体が補助する仕組みです。

対象とする経費は，

給食費 交通費（通学，交流学習，実習など） 新入学時学用品購入費

修学旅行費 寄宿舎日用品費 寄宿舎からの帰省費

などがあります。

小学校，中学校では，各市町村の教育委員会より支給され，各学校の事務担当者が窓口

となります。

療育手帳

対 象：知的障害のある人たちが対象です。

ＪＲ，バス，航空機，タクシー等の運賃の割引，税金や医療費の控除や減免

手続き：市福祉事務所，町村福祉担当課に申請します。

身体障害者手帳

対 象：身体に障害（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由，病弱等）のある人たちが対象

です。

ＪＲ，バス，航空機，タクシー等の運賃の割引，税金や医療費の控除や減免

日常生活用具（白杖，車椅子，補聴器等）購入時の補助 等

手続き：市福祉事務所，町村福祉担当課に申請します。

特別児童扶養手当

対 象：２０歳未満で「特別児童扶養手当などの支給に関する法律」に定められた障害

の状態である人たちが対象です。

その子どもたちの父もしくは母，又は養育者に対して支給されます（所得制限

があります 。）

手続き：市役所，町村の福祉担当課に認定請求書及び必要な書類を提出します。

審査の上，支給されます。
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   教育機関及び専門機関等の一覧   
特別支援学校        

障害種 学   校   名 所   在   地 電話番号 寄宿舎等

視覚障害  盲      学      校 秋田市土崎港南三丁目２－７２ ０１８－８４６－２５４０ 有 

聴覚障害  聾      学      校 秋田市土崎港北二丁目１７－７０ ０１８－８４５－０２９１ 有 

肢体  勝平養護学校 秋田市新屋下川原町２－２ ０１８－８２４－３７５１ 病院隣接

不自由  秋田養護学校 秋田市新屋栗田町１１－１ ０１８－８２８－３８１１ 無 

病弱   同 道川分教室 由利本荘市岩城内道川井戸ノ沢８４－４０ ０１８４－６２－６１３６ 病 院 内

   比内養護学校 大館市比内町達子字前田野１－２ ０１８６－５５－２１３１ 有 

    同 かづの分校 鹿角市花輪字案内２ ０１８６－２２－０２５３ 無 

    同 たかのす分校 北秋田市七日市字家向４９ ０１８６－６６－２１２８ 無 

知  能代養護学校 能代市真壁地字トトメキ沢１３ ０１８５－５５－０６９１ 有 

的  天王みどり学園 潟上市天王字追分西２７－１８ ０１８－８７０－４６１１ 無 

障  栗田養護学校 秋田市新屋栗田町１０－１０ ０１８－８２８－１１６２ 有 

害  ゆり養護学校 由利本荘市水林４５６－３ ０１８４－２７－２６３０ 有 

   大曲養護学校 大仙市大曲西根字下成沢１２２ ０１８７－６８－４１２３ 有 

   横手養護学校 横手市赤坂字仁坂１０５－１ ０１８２－３３－４１６６ 無 

   稲川養護学校 湯沢市駒形町字八面寺下谷地３３－２ ０１８３－４２－４４２４ 無 

  
秋田大学教育文化学部 

附属特別支援学校 
秋田市保戸野原の町７－７５ ０１８－８６２－８５８３ 無 

         

特別支援教育地域センター・通級指導教室     

通 級 指 導 
学  校  名 

地域 

センター 
アドバイザー 

言 語 ＬＤ等 
電  話  番  号 

 鹿角市立花輪小学校 ○   ○   ０１８６－２３－２００７ 

 大館市立桂城小学校 ○ ○(週３日) ○ ○ ０１８６－４２－４９１０（専） 

 北秋田市立鷹巣小学校 ○ ○(週３日) ○ ○ ０１８６－６２－９８１４（専） 

 能代市立渟城小学校 ○ ○(週３日) ○ ○ ０１８５－５２－０４６８（専） 

 男鹿市立船川第一小学校 ○ ○(週３日) ○   ０１８５－２４－３２３１ 

 秋田市立中通小学校     ○ ○ ０１８－８３３－５９９９（専） 

 秋田市立土崎小学校     ○ ○ ０１８－８４６－２１６２（専） 

 秋田市立旭南小学校     ○   ０１８－８６２－５９７７（専） 

 由利本荘市立鶴舞小学校 ○ ○(週２日) ○ ○ ０１８４－２２－３５５８（専） 

 由利本荘市立矢島小学校 ○ ○(週１日)     ０１８４－５６－２０６９   

 にかほ市立象潟小学校     ○   ０１８４－４３－２３３４ 

 大仙市立花館小学校 ○ ○(週３日) ○ ○ ０１８７－６３－１０２２ 

 仙北市立角館小学校 ○   ○ ○ ０１８７－５５－２１８８   

 横手市立朝倉小学校 ○ ○(週３日) ○ ○ ０１８２－３２－６０７０ 

 湯沢市立湯沢西小学校 ○ ○(週３日) ○ ○ ０１８３－７２－５１５０ 

 横手市立鳳中学校       ○ ０１８２－３２－２０２８   

         

 北児童相談所 大館市十二所平内新田２３７－１ ０１８６－５２－３９５６ 

 中央児童相談所 秋田市新屋下川原町１－１ ０１８－８６２－７３１１ 

 南児童相談所 横手市旭川１－３－４６ ０１８２－３２－０５００ 

         

 小児療育センター 秋田市八橋南１－１－３  ０１８－８２３－７５３０ 

 発達障害者支援センター  

     ふきのとう秋田 
   同    小児療育センター ４Ｆ ０１８－８２３－７７２２ 

         

 総合教育センター 

     特別支援教育班 
  潟上市天王字追分西２９－７６ ０１８－８７３－７２１５ 
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実 態 把 握 表
ふりがな《 》写真

平成 年 月 日性別 記入日

氏名
学年 血液型学年（ 歳）

住 所

平成 年 月 日自宅電話 生年月日

ふりがな
緊急連絡先

保護者氏名

保険証種類・番号

（平 年 月交付）有 無 有
無療育手帳 （平成○年○月交付） 身障手帳

身障
体害
のの
状状
況況

服 薬 有 無
発 作 有・無

薬品名
服薬量

病院名
注意事項

主治医

相

談
生

及

育 び

教
暦

育

暦

名 前 続柄 職業学年 備 考 検

家 査

族 情

の 報

状

況 通
学
方
法

そ
の
他

（記入者： ）
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平成19年度から，特別支援教育制度がスタートしました。学校教育法が改正になりす

べての学校において特別支援教育を推進することが法律上にも明確に規定されました。

そして，特別支援教育の理念として次の三つが示されています。

特別支援教育は，障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組

を支援するという視点に立ち，幼児児童生徒の一人一人の教育的ニーズを把握し，そ

の持てる力を高め，生活や学習上の困難を改善または克服するため，適切な指導及び

必要な支援を行うものである。

また，特別支援教育は，これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく，知的な遅れ

のない発達障害も含めて，特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学

校において実施されるものである。

さらに，特別支援教育は，障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず，障害の

有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会

の形成の基礎となるものであり，我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を

持っている。

当総合教育センターでは，平成13年度の研究紀要として 「特殊学級新担任への支援，

の在り方」を発行し，はじめて障害児と出会う多くの先生たちを支援してきました。

今回は，これを見直し検討して 「特別支援学級新担任の手引」としてホームページ，

に掲載することになりました。また，資料としてすぐ活用できるように「個別の指導計

画」や「実体把握表 （プロフィール）の様式も加えてあります。」

今後，学習指導要領の改訂に伴い，随時更新していく所存です。

多くの関係者にご活用いただければ幸いです。

平成２０年３月

秋田県総合教育センター 特別支援教育班




